


使用用途別許諾範囲一覧  (FONT1000フォント） date :2021/06/12

　　広告、カタログ、チラシ、DM、ステッカー、商品パッケージ、ノベルティグッズなど ○

　　印刷物に値する各種ＰＤＦ ○

　　看板、のぼり、バナースタンド、ポスター、パネルなど ○

　　ロゴ、印鑑、スタンプ、表札など ○

　　商標登録・意匠登録など法的保護を受けるロゴへの使用 ○※1

　　名入れ印刷などの販売商品に付随するサービスへの利用 △別途許諾必要

　　携帯電話の待ち受け画面、デコメール、着替メニューやPCの壁紙 ○

　　メールマガジン、素材など成果物として配布する場合 ○

　　年賀書籍での賀詞素材として画像データを有償頒布 ○※2

     LINEスタンプへの利用 △別途許諾必要

電子書籍
　　画像化、PDFなどの書類データ化での利用
　　※Webフォントのようなサーバーに組み込んで利用する場は「クラウド利用」となります

○

　　フォントを画像化した後のタイトル（ロゴ）と文字列での使用、画像への合成使用、バナーなどへの使用 ○

　　Webフォントとしての利用 △別途許諾必要

ソフトウェアのGUI 　　フォントを画像化してソフトウェアのGUIでの使用 ○

ゲーム
　　コンシューマーゲーム、PCゲーム、アミューズメントゲーム、携帯ゲームなどのソフトでの表示（画像化したものの利用）
　　※フォントデータの直接組み込みは「機器への組み込み」となります

○

サーバー・クラウド利用 　　サーバーにフォントをインストールして使用する場合(ASPサービスなど) △別途許諾必要

　　放送局、ドラマ映画製作会社が、映画、テレビ番組、CM、ビデオ、DVD、デジタルサイネージ、
　　ストリーミング動画などのテロップで使用

△別途許諾必要

　　利益を伴わない個人利用
　　又はクライアントの依頼で映像を作成（放送局、ドラマ映画製作会社ではない企画会社やフリーランス）が
    すでに画像の一部となっているものを納品する場合（クライアントへのフォントデータの提供は不可）

○

Flashへの埋め込み 　　静止テキスト・ダイナミックテキスト ○

製品へのバンドル 　　各種製品へのバンドルでのフォントの利用 △別途許諾必要

機器への組み込み 　　電子書籍機器、遊戯機器等への組み込み、印刷機の組み込みなど、様々なハード機への直接組み込みを行って使用 △別途許諾必要

　　複数台のPCでのフォントデータの使用 ×

　　共有サーバー等にフォントデータを配置して複数人で使用 ×

※1　フォントのアウトラインデータを加工編集(字形加工)して画像化した場合のみロゴ等の商標・意匠登録を行うことが可能です。別途ライセンス費用に関しては必要がございません。

※1　同じフォントデータを不特定多数のユーザーが使うことが考えられるため商標・意匠登録の際はご自身の判断で登録ください。

※1　いかなる係争にもスキルインフォメーションズ株式会社、FONT1000事務局は関知いたしません。

※2　デザイナーがデザインとして納品し出版事業者が画像パーツ化して頒布することを許諾します。ただし、「素材提供：FONT1000（スキルインフォメーションズ）」と書籍奥付に記載する事。
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